
基準値 目標値 達成

16年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

- 21 19 23 14 18 14
- 19 19 14 14

基準値 目標値 達成
年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
－ 95(119%) 98(122%) 86(108%) 53（66%) 88（110%) 80(100%)

80 80 80 80 80
基準値 目標値 達成
年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 28年度

－ 40 63 85 107 114 100

－ － － － －
基準 目標 達成

26年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 39年度

80% - - - - 99% 80%

- - - - 80%

施策の分析

施策の進捗状況（実績）

○

平成26年度実施施策に係る政策評価書
（環境省26－㉗）

施策名 目標６－１　環境リスクの評価

施策の概要 化学物質による人の健康や生態系に対する環境リスクを体系的に評価

達成すべき目標

・化学物質の環境実態調査を実施し、基礎資料として施策の策定に活用。化学物質の環境リスク初期評
価調査を実施し、環境を経由した化学物質による影響の未然防止を図る。
・化学物質の内分泌系かく乱作用について調査研究を実施し、各化学物質が人の健康や生態系に及ぼ
す影響について明らかにし、リスク評価を実施する。
・子どもの健康と環境に関する全国調査を実施し、次世代育成に係る健やかな環境の実現を図る。

施策の予算額・執行額等

区分 24年度 25年度 26年度 27年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a） 5,281 4,615 5,304 5,164

補正予算（b） 2,092 977 1,180 -

繰越し等（c） (696) 996 （※記入は任意）

合計（a＋b＋c） 6,677 6,588 （※記入は任意）

執行額（百万円） 5,860 6,318 （※記入は任意）

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

○

年度ごとの目標値

②　化学物質環境実態調
査を行った物質・媒体数

③　内分泌かく乱作用に
関して、文献等を踏まえ評
価対象として選定した物

質数

実績値

○

①環境リスク初期評価
実施物質数

実績値

年度ごとの目標値
○

④子どもの健康と環境に
関する全国調査の調査終
了時における追跡率（％）

年度ごとの目標

評
価
結
果

目標達成度合いの
測定結果

（各行政機関共通区分） 目標達成

（判断根拠）

年度ごとの目標値

実績値

①環境リスク初期評価のための基礎情報の収集・検討作業を推進し、目標を上回る
18物質について環境リスク初期評価を取りまとめ、公表した。
②化学物質環境実態調査では、25年度達成率が66%と目標に達しなかったが、26年
度は110%と目標を超過達成した。
③化学物質の内分泌かく乱作用については、文献調査等を踏まえた評価対象物質
の選定数について、平成22年7月に「化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の
対応― EXTEND2010 ―」（EXTEND2010）で設定した目標を超過達成した。
④エコチル調査で得られた成果をより信頼性の高いものにするために必要な追跡率
（調査参加者のうち継続して参加している者の割合）80％を上回っており、目標を達
成した。

次期目標等への
反映の方向性

別紙２



平成27年6月

学識経験を有する者の知
見の活用

①環境リスク初期評価に関しては、中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会において専
門的な検討をいただいているところ。
②化学物質環境実態調査の結果については、調査要望を受けていた省内の化学物質規制等の施策を
行っている部署にフィードバックし、それぞれの施策に活用されている。
③化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会において専門的な検討をいただいているところ。
④エコチル調査企画評価委員会等において、本調査の企画、実施内容の評価及び本調査の成果を国際
貢献につなげるための国際連携の方向性等について、検討を行っていただき、今後の調査実施に反映
することとしている。

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

化学物質の環境リスク評価（第13巻）
平成26年度版「化学物質と環境」
子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）研究計画書

担当部局名
環境保健部

環境リスク評価室
環境安全課

　作成責任者名
　 （※記入は任意）

政策評価実施時期



基準値 目標値 達成

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 年度

- - 37 22 61 131 -

- - - 40 40

基準 目標 達成

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 年度

- 0.83 0.85 0.69 0.7 0.59 4以下

4以下 4以下 4以下 4以下 4以下

基準値 目標値 達成

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 年度

- 421,504 398,145 375,546 365,035 - -

- - - - -

基準 目標 達成

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 年度

- 37 29 25 28 27 -

- - - - -

施策の分析

平成26年度実施施策に係る政策評価書
（環境省２６－㉘）

施策名 目標６－２　環境リスクの管理

施策の概要

化学物質審査規制法（以下「化審法」という。）に基づく、化学物質のリスク評価を着実に進めるとともに、
化学物質排出把握管理促進法（以下「化管法」という。）に基づき、ＰＲＴＲデータを円滑に集計・公表し、活
用することにより、環境リスクを管理し、人の健康の保護及び生態系の保全を図る。また、化学物質の環
境リスクに係る国民の理解を深める。

達成すべき目標
化審法に基づき、段階的なリスク評価を実施し、化学物質のリスク管理の推進を図る。化管法のＰＲＴＲ制
度に基づき、事業者による自主的な化学物質管理を促進するとともに、対象物質の排出状況等に関する
国民の理解を深める。

施策の予算額・執行額等

区分 24年度 25年度 26年度 27年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a） 520 561 531 522

補正予算（b） - - - -

繰越し等（c） - - （※記入は任意）

合計（a＋b＋c） 520 561 （※記入は任意）

執行額（百万円） 504 508 （※記入は任意）

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

測定指標

①化審法に基づくスクリーニン
グ評価において生態毒性に関
する有害性クラスを付与した物
質数

実績値

◎

年度ごとの目標値

②ダイオキシン類の１日摂取量
（pg-TEQ/kg/日）
（基準値：ダイオキシン類の耐容１
日摂取量）※WHO-2006TEFを使用

施策の進捗状況（実績）

◎

年度ごとの目標値

③ＰＲＴＲ対象物質の環境
への総排出量

（継続物質：単位ﾄﾝ）

実績値

-

年度ごとの目標

④化学物質アドバイザー
の派遣数

施策の進捗状況（実績）

-

年度ごとの目標値

評
価
結
果

目標達成度合いの
測定結果

（各行政機関共通区分） 目標達成

（判断根拠）

①平成26年度に化審法に基づくスクリーニング評価において生態毒性に関す
る有害性クラスを付与した物質数は年度目標の40物質を上回っており、目標
を達成した。
②ダイオキシン類の一日摂取量は耐容一日摂取量4pｇ-TEQ/ｋｇ/日を下回っ
ており、目標を達成した。
③ＰＲＴＲ制度については、事業者の化学物質管理の自主的改善と環境汚染
の未然防止に向けた集計・公表を着実に実施しており、対象物質の環境への
排出量は経年的には減少傾向にある。
④化学物質アドバイザーについては、地域のリスクコミュニケーションの促進
を支援する観点から本制度の周知に努め、平成26年度においては平成25年
度とほぼ同水準の派遣状況となった。

別紙２



次期目標等への
反映の方向性

学識経験を有する者の知
見の活用

厚生労働省、経済産業省及び環境省の合同審議会において、有識者の審議を踏まえて生態毒性に関す
る有害性クラスを付与している。
届出外排出量推計におけるデータ解析及び信頼性の検証のために「PRTR非点源排出量推計方法検討
会」における専門家等の助言等を踏まえた検討結果を施策に反映している。
「化学物質の人へのばく露量モニタリング調査」を設置し、専門家も参加して調査設計の検討やデータの
分析評価等を実施している。

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

平成25年度PRTRデータの概要（平成27年3月公表）
平成25年度PRTR届出外排出量の推計方法の概要（平成27年3月公表）
平成25年度化学物質の人へのばく露量モニタリング調査結果について

担当部局名
環境安全課

環境リスク評価室
化学物質審査室

　作成責任者名
　 （※記入は任意）

政策評価実施時期 平成２７年６月



基準値 目標値 達成

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

－ 12 14 11 9 14 12

12 12 12 12 12

基準 目標 達成

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

－ － － － － 3 6

－ 3

目標 達成

○年度

施策の分析

平成26年度実施施策に係る政策評価書
（環境省26－㉙）

施策名 目標６－３　国際協調による取組

施策の概要

化学物質関係の各条約（ＰＯＰｓ条約（残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約）、ＰＩＣ条約（国
際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続
に関するロッテルダム条約）、水銀に関する水俣条約に関連する国内施策を推進するとともに、ＯＥＣＤ、
ＵＮＥＰ等の国際機関との連携及び諸外国との国際協力を図り、化学物質による地球規模の環境汚染を
防止する。

達成すべき目標

化学物質関連条約に関する施策を推進するとともに、ＯＥＣＤ、ＵＮＥＰ等の国際機関との連携を図り、化
学物質による環境リスクを低減させる。また、我が国の汚染状況をモニタリングすると共に、東アジア地域
を対象とした化学物質対策に係る国際協力により、有害化学物質による地球規模の環境汚染を防止す
る。

施策の予算額・執行額等

区分 24年度 25年度 26年度 27年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a） 312 268 379 450

補正予算（b） - - △0.4

繰越し等（c） - - （※記入は任意）

合計（a＋b＋c） 312 268 （※記入は任意）

執行額（百万円） 303 253 （※記入は任意）

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

測定指標

①　POPs条約対応のため
残留状況を測定した物質

数

実績値

○

年度ごとの目標値

②途上国の水俣条約締結
に向けた支援を実施した

累積国数

施策の進捗状況（実績）

○

年度ごとの目標

施策の進捗状況（実績）

（判断根拠）

①POPs条約の有効性評価に資するため、調査を実施したPOPs条約規制物
質及び候補物質について選定要件より設定した目標を超過達成した。
②平成26年度はインドネシア、フィリピン、ベトナムを対象として、ニーズ調査
及びワークショップを開催し、我が国の水銀対策技術シーズとのマッチングや
条約締結に向けた取組に関する情報交換等を行い、水俣条約締結に向けた
支援を行った。

次期目標等への
反映の方向性

【施策】

【測定指標】

学識経験を有する者の知
見の活用

POPs条約対応のため、POPｓモニタリング検討会を実施している。また、SAICM国内実施計画に基づき、
「化学物質と環境に関する政策対話」を実施し、学識経験者、市民、事業者、行政学識経験者等の様々な
主体による意見交換を行っている。

評
価
結
果

目標達成度合いの
測定結果

（各行政機関共通区分） 目標達成

別紙２



政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

「化学物質環境実態調査における当面の運用指針」（環境安全課）

担当部局名
環境保健部環境安

全課
　作成責任者名
　 （※記入は任意）

政策評価実施時期 平成27年6月



基準値 目標値 達成

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 年度

- 8 5 2 4 3 -

- - - - -

基準値 目標値 達成

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 年度

－ 153 150 150 150 149 －

－ － － － －

施策の分析

平成26年度実施施策に係る政策評価書
（環境省２６－㉚）

施策名 目標６－４　国内における毒ガス弾等対策

施策の概要 平成15年の閣議決定等に基づき、国内における毒ガス弾等による被害の未然防止を図る。

達成すべき目標 平成15年の閣議決定等に基づき、国内における毒ガス弾等による被害の未然防止を図る。

施策の予算額・執行額等

区分 24年度 25年度 26年度 27年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a） 653 669 550 551

補正予算（b） - - - -

繰越し等（c） - -122 （※記入は任意）

合計（a＋b＋c） 653 547 （※記入は任意）

執行額（百万円） 588 398 （※記入は任意）

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

測定指標

１　Ａ事案区域における環
境調査等件数

実績値

-

年度ごとの目標値

２　医療手帳交付件数（茨
城県神栖市における緊急
措置事業）

実績値

-

年度ごとの目標値

評
価
結
果

目標達成度合いの
測定結果

（各行政機関共通区分） 目標達成

（判断根拠）

・　Ａ事案区域における環境調査等件数：地権者からの要望に基づき適切に
環境調査等を実施し、国内における毒ガス弾等による被害の未然防止を図っ
た。
・　茨城県神栖市において、有機ヒ素化合物であるジフェニルアルシン酸に起
因すると考えられる健康影響については、その健康不安の解消等に資するこ
とを目的として、緊急措置事業を実施した。

次期目標等への
反映の方向性

【施策】

【測定指標】

学識経験を有する者の知
見の活用

・「国内における毒ガス弾等に関する総合調査検討会」及び「ジフェニルアルシン酸に係る健康影響等に
ついての臨床検討会」において、今後の方向性等について評価をいただいたところ。

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

「ジフェニルアルシン酸(DPAA)等のリスク評価第3次報告書」（神栖市緊急措置事業）

別紙２



担当部局名 環境リスク評価室
　作成責任者名
　 （※記入は任意）

政策評価実施時期 平成27年6月


